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問い合わせ先
　・事業全体に関すること………みどモスPayポイント付与事業コールセンター☎027(381)8677
　・みどモスPayに関すること…企画課デジタル推進室☎(76)0962
　・その他に関すること…………商工課☎(76)1938

・�不在により受け取ることができず郵便局の不在票が届いた場合は、１週間以内
であれば再配達可能です。期限を過ぎた場合は郵便局で受け取ってください。
・�利用期間を過ぎたみどモスPayの保有額は全て失効します。必ず利用期間中に
全額利用してください。

全市民（令和７年５月１日時点でみどり市に住民登録のある人）

みどモスPay加盟店
※詳しくは、市ホームページまたは郵送される加盟店一覧表をご覧ください。

　物価高騰支援事業として、経済的な負担が増加している市民を支援するとともに、市内での
消費を促し地域経済の活性化を図るため、みどモスPay5,000円分を全市民に配布します。

①受け取ったカードをそのまま加盟店で利用
②スマホアプリ（c

チ ー カ

hiica）にポイントを移行して利用

　スマホアプリのインストール方法や操作方法など
に関する説明会を実施します。申し込みは不要です
ので、直接会場までお越しください。
　また、アプリのインストールや操作方法などは、
企画課デジタル推進室（笠懸庁舎）、大間々市民生
活課、東市民生活課でお手伝いしています。

対　　象

内　　容

配布方法

利用方法

利用可能店舗

利用期間 ９月１日㈪～11月30日㈰（３カ月間）

利用者向け説明会を実施します

期日 開始時間 会場

９月１日㈪
10：00

大間々庁舎３階�大会議室
14：00

９月２日㈫
10：00

笠懸公民館２階�視聴覚室
14：00

９月３日㈬ 10：00 東公民館３階�会議室

分を配布します

☝市HP

１人当たり5,000モス（5,000円分）の「使い切りカード」を配布
※今回はカードタイプになります。

７月下旬より世帯主宛てに順次郵送（簡易書留）

●本カードは、みどり市電子地域通貨みどモスPay加盟店でご利用いた
だけます。（スマートフォン・タブレット端末がない一部店舗では利用
できません。精算前にご提示ください）●本カードは現金との併用が可
能です。●残高は発行元（電話：027-381-8677）または加盟店（ス
マートフォン・タブレット端末がない一部店舗は除く）での精算時に確
認いただけます。●本カードを紛失、盗難、改竄、あるいはお客様の許
可なく第三者に使用された場合であっても、カード残高の返金、もしく
は再発行には一切応じかねます。●ご利用にあたって事前に同封または
chiicaサービスサイトに掲載されている利用規約を御確認ください。

＜カードやアプリのシステムに関するお問い合わせ＞
chiica事務局　https://chiica.jp/

＜本カードに関するお問い合わせ＞
発行元：みどり市　商工課
電話：027-381-8677
（受付時間 平日9：00～17：00）

00000

https://history.chiica.
jp/login

このカードは使い切りカードです　

みどり市電子地域通貨

使用期間 : 令和7年9月1日～令和7年11月30日

会員コード 12345678　

物価高騰支援事業

可変ダミー可変ダミー

5,000モス

注意事項

※�各回の所要時間は１時間程度です。

見本

みどモスPay使い切りカード

5,000円

https://www.city.midori.gunma.jp/sangyou/1001652/1001816/1007463.html



